
1

令和6年7⽉ 1 ⽇

PTA会員の皆様

東京都⽴三鷹中等教育学校学校
PTA会⻑ 天花寺 尚徳

⽇頃よりPTA活動にご協⼒いただきまして、ありがとうございます。

PTA賠償責任保険の概要

(1) 特徴
  ⽇本国内で⾏われるPTA活動の遂⾏に起因する事故により他⼈の⾝体や財物への損害を
  与えたことについて、PTAまたはPTA役員に法律上の損害賠償責任が⽣じた場合に、
  損害賠償⾦や各種費⽤をお⽀払いします。
(2)保険⾦額（⽀払限度額）免責⾦額（⾃⼰負担額）

(3)保険⾦をお⽀払いする場合・しない場合

PTA保険加⼊のお知らせ

別添のパンフレット３ページをご参照ください

都⽴三鷹中等教育学校PTAでは、今後もPTA活動が安⼼して⾏えるよう、「PTA保険」に加⼊し
ましたのでお知らせいたします。

PTA活動の遂⾏に伴う賠償責任
 対⼈賠償 １名につき １００，０００千円       

１事故につき ５００，０００千円（免責 ０円）
１事故につき ５０，０００千円（免責 ０円）

 法律相談・クレーム費⽤ １事故につき １，０００千円       
保険期間中 １００，０００千円       

保管物にかかわる賠償責任
 対物賠償 １事故につき １００千円（免責５千円）

保険期間中 １００，０００千円       
提供飲⾷物危険保障特約セット

 対物賠償
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PTA団体傷害保険の概要

(1) 契約形態（詳細は別添のパンフレットご参照ください）

(2)保険⾦額、保険⾦のお⽀払い内容

(3)保険⾦をお⽀払いしない場合

≪注意事項≫
➢ 事故が起きた場合、先ずは ご連絡をお願いいたします。
  当該運営責任者より保険会社へ連絡し、指⽰に従い対応いたします。
  その場で⽰談や⾦銭⽀払いの取り決め等はしないようお気を付けください。
➢ 物損が起きた場合、写真をお撮りください。
≪その他≫
➢ PTA⾏事(各委員会・各クラスなどの⾏事を含む)に関するプリントを配付する際には、必ず
  プリントの右上に学校名・PTA会⻑名・主催者名を記⼊するとともに、その⾏事の⽇時・
  場所も記⼊するようにしてください。
➢ 添付パンフレットでは、本契約に関わらない記載内容や誤解を与える契約事例については
  削除またはグレーのマスキングをしております。

被保険者 PTA会員（保護者・教職員）並びにその学校・園に通学する児童・⽣徒
PTA会員の同居の親族
PTA⾏事（＊1）への参加が事前にPTAより認められている⽅

（＊1） PTA⾏事とは、⽇本国内においてPTAが企画・⽴案し主
催するまたは共催する⾏事でPTA総会、運営委員会など
PTA会則（名称のいかんを問いません）に基づく⼿続き
を経て決定されたものをいいます。

給付項⽬ 保険⾦額 保険⾦のお⽀払い内容
死亡・後遺障害 ２００万円

３千円
２千円

細菌性⾷中毒補償特約(⾃動付帯)
熱中症危険補償特約(⾃動付帯)

別添のパンフレット４ページを
ご参照ください

別添のパンフレット６ページをご参照ください

⼊院保険⾦⽇額
通院保険⾦⽇額

⾏事運営責任者のPTA委員へ
















